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４令和５ １ さくら市さくら町１－２－３

〇 〇 運 輸 株 式 会 社
〇 〇 市 〇 〇 町 ４ － １

死亡診断書、戸籍謄本、住民票

８ ４５

わかりやすく赤字にしているが実際には黒のボールペンで書く

会社に聞く

亡くなった人が生前に
今回の災害が原因で
傷病年金を受給していた場合

就業先の平均賃金。
別紙で計算した金額。
既に他の給付の請求時に
労基署に平均賃金を申告
済みの場合は不要

遺族が一緒に暮らしている
場合は代表者一人が受け
取るのが原則。受け取り
たい遺族が複数いる場合は
なぜ一人がまとめて受け取
らないのかその理由を書く

遺族代表で受け取る人物

会社に書いてもらう

会社の所在地を管轄する
労基署の名前を記入

今回の災害が原因で、遺族が以前に遺族年金を
受給していたり、亡くなった人が生前に傷病年金を受給していた場合、
①および会社の証明は不要

被災前１年間の
ボーナスの総額

会社が労災の一括適用を
しており、被災者が実際に
働いていた支社と労災に
加盟している本社が異なる場合に
書く、とのことだが
常に書いておいてもよい

【遺族一時金請求書 様式第 16号の 9 記入例】



１

2,123.45

その他の（表面に労働保険番号を書いた会社以外の）
就業先についてまだ労基署に申告していないときは記入する。
他の労災給付請求時に申告済みの場合は、この用紙への記入も、
別会社の平均賃金算出のための別紙の提出も不要

会社に聞く

事業主や一人親方など
特殊な立場で労災に加盟
しているときに書く

別会社の平均賃金。
別紙で計算した金額


